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♦普通徴収から特別徴収に切り替える場合（就職や復職など）
大崎市での指定番号を記載してくださ

い。過去も含めて大崎市で特別徴収し

たことがなければ「新規」を〇で囲んで

ください。

新規の場合は納入書の要・不要につ

受給者番号は各事業所で設定されるも

のです。特に設定していない場合また

は不明な場合は記載は不要です。

通知書番号は納税義務者宛に送付され

た「市民税・県民税　税額決定・納税通

知書」や「納付書」に記載されています。

不明な場合は記載は不要です。

特別徴収を開始する年月を記載してください。

なお，大崎市では原則として特別徴収切替届出書を２０日までに受付した場合は翌々月分から，

２０日を過ぎて受付した場合はさらに１カ月後の分から特別徴収への切り替えを行います。

例）９月１日に入社した者を特別徴収に切り替える場合

　　９月２０日までに受付した場合　⇒　１１月分（１２月１０日納期限）　　　から特別徴収開始

　　９月２１日以降に受付した場合　⇒　１２月分（翌年１月１０日納期限） から特別徴収開始

必ず給与所得者の納税通知書等を確認

のうえ記載してください。

普通徴収の納期限が過ぎた税額及び既

に本人が納付した税額については特別

徴収に切り替えることができません。


